
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年１１月 

沼津中央高校 

保健室発行 

インフルエンザによる出席停止手

続きが変わります！ 

 インフルエンザにかかった際の流れ 

インフルエンザ症状を発症 

医療機関を受診し、インフルエンザと診断 

出席停止 

＊発症後５日、かつ解熱後２日 

医療機関を再び受診

し、「登校許可証明書」

を医師が作成 

医療機関で発行され

た「ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患証明

書」に保護者が体温を

記録し、経過観察 

再登校 

インフルエンザの場合のみ、登校再開の判

断が右記のとおり変更となりました。 

「インフルエンザ罹患証明書」は本校ＨＰ

からもダウンロードできます。 


